
■　【自治体別】受付停止期間
　　　　〇変更申請（団体追加・営業品目追加）の受付停止
　　　　〇新規申請の受付停止

停止期間 受付期間

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

浜田市

益田市

安来市

江津市

奥出雲町

飯南町

川本町

隠岐の島町

島根県

令和６年11月時点の予定ですので、変更となる場合があります。詳細は各自治体にお問い合わせください。

（※）松江市、出雲市、大田市では、　　　　　　の期間は次の申請の受付はできません。

       ・　松江市、出雲市、大田市を新たに申請先自治体として追加すること。

　　　・　松江市、出雲市、大田市の営業品目を追加すること。

　　　（この他の変更申請については、　　　　の期間でも随時受付しております。）

R７年 R８年

大田市
（※）

R９年

松江市
（※）

出雲市
（※）

申請先自治体

10月1日

～12月31日
R8年10月1日～R9年8月31日R7年10月1日～R8年8月31日1月1日～8月31日

5月30日～8月31日 6月1日～12月31日R7年10月1日～R8年5月19日
5月31日～8月31日

1月16日～5月19日 R8年10月1日～R9年5月19日

10月1日

～12月31日
R8年10月1日～R9年8月31日R7年10月1日～R8年8月31日1月1日～8月31日


